
○ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を
実施。

○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保
されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員
配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。

○ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし。自立訓練及び就労移行
支援の利用者は、当該サービスの利用期間に限定。

○ 夜間における入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を
実施。

○ 利用者の障害程度に応じて、相応しいサービスの提供体制が確保
されるよう、事業者ごとの利用者の平均障害程度区分に応じた人員
配置の基準を設け、これに応じた報酬単価を設定。

○ 生活介護の利用者は、利用期間の制限なし。自立訓練及び就労移行
支援の利用者は、当該サービスの利用期間に限定。

【利用者】

【サービス内容等】

① 生活介護利用者のうち、区分４以上の者（５０歳以上の場合は、区分３以上）
② 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的である

と認められる者又は通所によって訓練棟を受けることが困難な者

【報酬単価】

○ 夜勤職員

→ １人～3人以上

○ 休日等の職員配置

→ 利用者の状況に応じ、必要な支
援を行うための勤務体制を確保

【人員配置】

○ 180単位～400単位 （定員４０人以下）○ 180単位～400単位 （定員４０人以下） ＋

・ 重度障害者支援加算（Ⅰ）
（１）基本加算 28単位

→ 「特別な医療」を受けている者が利用者の２割以上、かつ、利用者の平均区分５以上
（経過措置対象者を除く）

（２）重度加算 22単位（基本加算を算定している場合に限る。）

→ 区分６であって、次に該当する者が２人以上
①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者、②重症心身障害者

・ 重度障害者支援加算（Ⅱ）
→ 強度行動障害を有する者１人につき、基本単位数に応じ、40単位～799単位を加算

・ 地域移行加算 ：500単位
・ 栄養管理体制加算 ：12～24単位
・ 入院・外泊時の報酬 ：320単位（１月に８日間×３月）
・ 長期入院等支援加算 ：160単位（３月間） 等

・ 重度障害者支援加算（Ⅰ）
（１）基本加算 28単位

→ 「特別な医療」を受けている者が利用者の２割以上、かつ、利用者の平均区分５以上
（経過措置対象者を除く）

（２）重度加算 22単位（基本加算を算定している場合に限る。）

→ 区分６であって、次に該当する者が２人以上
①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者、②重症心身障害者

・ 重度障害者支援加算（Ⅱ）
→ 強度行動障害を有する者１人につき、基本単位数に応じ、40単位～799単位を加算

・ 地域移行加算 ：500単位
・ 栄養管理体制加算 ：12～24単位
・ 入院・外泊時の報酬 ：320単位（１月に８日間×３月）
・ 長期入院等支援加算 ：160単位（３月間） 等

（主な加算等（1日につき））

施設入所支援施設入所支援

○ 夜間において、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は通
所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者
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入所施設の従業者数及びその職種内訳入所施設の従業者数及びその職種内訳

全障害種別計 身体障害（※１） 知的障害（※２） 精神障害（※３）

生活指導・支援員 ３４，６２２ ２，０２３ ３２，５５４ ４５

職業指導員 ４，４５０ ８３２ ３，５５１ ６７

作業指導員 ２，０６４ ３６７ １，６１０ ８７

機能訓練員 ３２６ ３０３ １８ ５

看護師 ３，８９５ １，８９３ ２，００２ ０

その他 ３２，４３０ １７，９１９ １４，４６３ ４８
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（出典）平成１８年 社会福祉施設等調査報告 第１５表：社会福祉施設等の常勤換算従事者数、職種・常勤－非常勤、施設の種類・経営主体別

（※１）療護施設、入所授産施設。（※２）入所更生施設、入所授産施設。（※３）入所授産施設
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自宅等

障害者の所在《推計値》

障害者施設（身体）

８．７万人(※1)

障害者施設（知的）

１２．８万人(※1)

精神科病院等

３５．３万人(※1)

家族と同居等

５７５．７万人
身体 318.6万人(※1)
知的 38.1万人(※1)
精神 219.0万人(※2)

グループホーム
ケアホーム

２．５万人単身
８８．４万人

身体 39.0万人(※1)
知的 1.7万人(※1)
精神 47.7万人(※2)

《
施
設
・
病
院
》

《
在
宅
》

５６．８万人(※1)

６６７．０万人(※1)

福祉ホーム

０．４万人

※1 身体障害者（児）数は平成18年の調査等、知的障害者（児）数は平成17年の調査等、精神障害者数は平成17年の調査等による推計。
なお、身体障害者（児）には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれていない。

※2  （平成15年）精神障害者社会復帰サービスニーズ等調査による推計。
※3 平成18年社会福祉施設等調査より。

身体 0.1万人
知的 0.1万人 (※3)
精神 0.3万人

知的 2.0万人
精神 0.5万人

(※3)
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ケアホーム利用者の入居前の住居についてケアホーム利用者の入居前の住居について

（出典）地域における障害者の支援方策に係る調査研究

（平成１９年度障害者保健福祉推進事業補助金により三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社作成）

（調査方法）ケアホームへの郵送によるアンケート調査（平成２０年１月２４～２月６日）

（調査対象）全国ケアホーム事業所リストから無作為に抽出した１，０００事業所のうち２７２事業所が回答。

調査対象者については、当該事業所において訪問系サービスを利用する障害者に限定。

（回答者数）５１２人

その他, 4.7% 無回答, 2.5%

養護学校, 1.2%

病院, 3.3%

入所施設
44.9%

自宅
 43.4%

【【回答者：５１２人の入居前の住居回答者：５１２人の入居前の住居】】
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公営住宅管理戸数の推移公営住宅管理戸数の推移
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公営住宅の応募倍率の推移公営住宅の応募倍率の推移
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対象となる社会福祉事業

公営住宅においては、知的障害者、精神障害者が地域での自立した生活を営む場を提供する
方策として、平成８年に公営住宅法を改正し、社会福祉法人等が「グループホーム事業」を
実施する場合に公営住宅を活用することができるとした。

公営住宅を活用することができる主体

①認知症高齢者グループホーム事業
：老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
②知的障害者グループホーム事業、精神障害者グループホーム事業
：障害者自立支援法に規定する共同生活介護又は共同生活援助を行う事業（同法に規定する精神障害者又は知的障害者に対して行うものに限る。
③ホームレスの自立支援のための活用
：ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業（地方公
共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。）

①社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人
②地方公共団体
③医療法人
④民法第３４条の規定により設置された法人
⑤特定非営利活動促進に基づき設置された特定非営利活動法人
⑥介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業者で認知症対応型共同生活介護を行うもの又は指定地域密着型介護予防サービス事業者
で介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの

活用実績

平成１９年３月３１日現在 ５３９戸 （参考）平成１８年３月３１日現在 ４５４戸

公営住宅のグループホーム事業等への活用（公営住宅法第４５条第１項）

※障害者向けグループホーム事業への活用戸数
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公営住宅の障害者グループホーム事業活用実績の推移公営住宅の障害者グループホーム事業活用実績の推移
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※ 平成8年度、12年度については、認知症高齢者グループホーム事業を含む。
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家賃債務保証制度について家賃債務保証制度について

国土交通省資料より

【制度の概要】
高齢者等の入居を受け入れることとしている賃貸住宅について未払い家賃等の債務保証を（財）高齢者住宅財
団が実施し、大家の不安を解消することにより、高齢者等の入居の円滑化を図る。

（１）対象者
高齢者世帯、障害者世帯（身体障害者：１～４級、精神障害者：１～２級、知的障害者：精神障害者に準ずる）、

子育て世帯（収入階層の５０％未満の世帯に限る）、外国人世帯

（２）家賃債務保証の概要
①保証の対象 ：未払い家賃、原状回復費用、訴訟に要する費用
②保証限度額 ：【未払い家賃】 家賃の６ヶ月分を限度

【原状回復費用・訴訟に要する費用】 家賃の９ヶ月分を限度
③保証期間 ：２年間（更新可）
④保証料 ：月額家賃の３５％

（３）実績（保証引受件数：件）

【平成２１年度予算概算要求内容】（国土交通省）
障害者の民間賃貸住宅への円滑な入居を図るため、民間賃貸住宅に入居する高齢者等の家賃の債務保証を

行う高齢者居住安定基金について、比較的障害の程度が低い障害者についても保証対象とする等の拡充を要求
しているところ。

１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度

当該年度 0 18 63 80 112 104 188

累計 0 18 81 161 273 377 565

等

家賃債務保証等の申し込み家賃債務保証等

（財）高齢者住宅財団
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障害福祉サービス見込量の推移 （居住系サービス）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成23年度

ＧＨ・ＣＨ
３．８万

４．５万
５．３万

８．０万

提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
総
量

・・・・・・

グループホーム
３．４万

（対前年度 1１%増） （対前年度 20%増） （対前年度 18%増）
（人分）

GH・CH

37,499人

GH・CH

42,027人

平成20年３月

国保連データ速報値

平成19年３月

障害福祉計画に係る
進捗状況実績
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○ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日
常生活上の援助を行う。

○ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援
事業所等の関係機関と連絡調整を実施。

○ 利用期間の制限なし。

○ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日
常生活上の援助を行う。

○ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援
事業所等の関係機関と連絡調整を実施。

○ 利用期間の制限なし。

【利用者】

【サービス内容等】

① 障害程度区分１又は障害程度区分に該当しない知的障害者又は精神障害者
② 障害程度区分２以上の知的障害者又は精神障害者であっても、利用者が特にｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの利用を希望する場合

【報酬単価】

○ サービス管理責任者

○ 世話人

→ ６：１以上又は１０：１以上

【人員配置】

○ 171単位 （世話人の配置基準６：１以上の場合）

○ 116単位 （世話人の配置基準１０：１以上の場合）

○ 171単位 （世話人の配置基準６：１以上の場合）

○ 116単位 （世話人の配置基準１０：１以上の場合）
＋

・入院時支援特別加算：561単位（入院期間が３日以上～７日未満）

1122単位（入院期間が７日以上）

→ 事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服
の準備など日常生活上の支援を行うとともに、退院後生活移行のた
め病院又は診療所との連絡調整を行った場合

・帰宅時支援加算：187単位（帰宅期間が３日以上～７日未満）

374単位（帰宅期間が７日以上）

→ 事業所が利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の
確保等を行った場合

・入院時支援特別加算：561単位（入院期間が３日以上～７日未満）

1122単位（入院期間が７日以上）

→ 事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服
の準備など日常生活上の支援を行うとともに、退院後生活移行のた
め病院又は診療所との連絡調整を行った場合

・帰宅時支援加算：187単位（帰宅期間が３日以上～７日未満）

374単位（帰宅期間が７日以上）

→ 事業所が利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の
確保等を行った場合

（主な加算（1月につき））

グループホーム（共同生活援助）グループホーム（共同生活援助）

○ 就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生
活を営む上で、相談等の日常生活上の援助が必要な者。
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○ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は
食事の介護等を行う。

○ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援
事業所等の関係機関と連絡調整を実施。

○ 利用期間の制限なし。

○ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ又は
食事の介護等を行う。

○ 日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため、就労移行支援
事業所等の関係機関と連絡調整を実施。

○ 利用期間の制限なし。

【利用者】

【サービス内容等】

障害程度区分２以上に該当する知的障害者及び精神障害者

【報酬単価】

○ サービス管理責任者

○ 世話人 ６：１以上

○ 生活支援員 2.5：１ ～ ９：１

【人員配置】

○ 444単位 （障害程度区分６の場合）

○ 210単位 （障害程度区分２の場合）

○ 444単位 （障害程度区分６の場合）

○ 210単位 （障害程度区分２の場合）

＋

・入院時支援特別加算：561単位（入院期間が３日以上～７日未満）

1122単位（入院期間が７日以上）

→ 事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服の
準備など日常生活上の支援を行うとともに、退院後生活移行のため病
院又は診療所との連絡調整を行った場合

・入院時支援特別加算：561単位（入院期間が３日以上～７日未満）

1122単位（入院期間が７日以上）

→ 事業所の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服の
準備など日常生活上の支援を行うとともに、退院後生活移行のため病
院又は診療所との連絡調整を行った場合

（主な加算）

ケアホーム（共同生活介護）ケアホーム（共同生活介護）

○ 生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者であって、地域において自立した日常生
活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の支援を必要とする者。

～

（
１
月
に
つ
き
）

・夜間支援体制加算：97（区分５・６）、52（区分４） 、24単位（区分２・３）

→ 夜間、必要な職員を専任で配置する等夜間に介護等を行うための
勤務体制等を確保する場合

・重度障害者支援加算：26単位

→ 区分６であって重症心身障害者等重度障害者等包括支援の対象者
が２人以上であり、より手厚いサービスを提供する場合

・夜間支援体制加算：97（区分５・６）、52（区分４） 、24単位（区分２・３）

→ 夜間、必要な職員を専任で配置する等夜間に介護等を行うための
勤務体制等を確保する場合

・重度障害者支援加算：26単位

→ 区分６であって重症心身障害者等重度障害者等包括支援の対象者
が２人以上であり、より手厚いサービスを提供する場合

（
１
日
に
つ
き
）
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居 住 系 サ ー ビ ス の 実 施 状 況 に つ い て （２０年６月時点）

ケアホーム
（３障害別利用者数比率）

主な障害による分類（「旧入所施設」については、旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者授産施設、
旧知的障害者更生施設、旧知的障害者授産施設及び旧知的障害者通勤寮を計上）

グループホーム
（３障害別利用者数比率）

施設入所支援
（３障害別利用者数比率）

グループホーム・ケアホーム・入所施設の利用者（入居・入所者数の障害種別内訳）

※平成20年６月 国保連データ速報値より

旧入所施設
（３障害別利用者数比率）

（単位：人） 〈参考〉

※１ 括弧内については、平成２０年１月におけるサービス提供量との差

※２ 利用者数に障害児は含まない。

グループホーム ケアホーム 施設入所支援 計 旧入所施設
248 1,190 10,127 11,565 32,878
(+20) (+124) (+3,711) (+3,855) (-3,915)

10,280 21,534 15,922 47,736 83,995
(+435) (+2,076) (+6,753) (+9,264) (-7,675)
8,449 3,041 152 11,642 64
(+470) (+416) (+31) (+917) (+7)
18,977 25,765 26,201 70,943 116,937
(+925) (+2,616) (+10,495) (+14,036) (-11,583)

身体障害者

知的障害者

精神障害者

計

身体 １％

知的 ５４％
精神 ４５％

身体 ５％

身体 ３９％

知的 ８４％

知的 ６１％

精神 １２％ 精神 １％

身体 ２８％

知的 ７２％
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